
                            議案第６３号  

 

   西宮市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則制定の件 

 

 西宮市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則を次のように制定す

る。 

 

  令和５年３月１５日提出 

 

                       西宮市教育委員会 

教育長 重 松 司 郎  

 

                     西宮市教育委員会規則第 号  

 

西宮市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

西宮市教育委員会事務局処務規則（平成元年西宮市教育委員会規則第１０号） 

の一部を次のように改正する。 

 第２条表中 

「 

教育総括室 教育総務課 

教育企画課 

教育人事課 

教育職員課 

学校管理課 

学校施設計画課 

学校給食課 

                       」 

を 

「 

教育総括室 教育総務課 

教育人事課 

教育職員課 



学校管理課 

学校給食課 

                       」 

に改める。 

 第５条第１項中「総合的調整」を「企画及び調整、予算、決算」に、「及び」 

を「並びに」に改める。 

 第５条第３項表中 

「 

学校管理課 学校管理課における予算経理及びその他庶務 

学校施設計画課 学校施設計画課における予算経理及びその他庶務 

学校給食課 学校給食課における予算経理及びその他庶務 

                                   」 

を 

「 

学校管理課 学校管理課における予算経理及びその他庶務 

学校給食課 学校給食課における予算経理及びその他庶務 

                                   」 

に改める。 

 第１２条第２項を次のように改める。 

２ 教育総務課 

(１) 教育委員会の会議に関すること。 

(２) 秘書及び渉外に関すること。 

(３) 儀式及び表彰に関すること（他課に属するものを除く。）。 

(４) 教育委員会における事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関す

ること。 

(５) 組織管理に関すること。 

(６) 規則等の審査及び公告式に関すること。 

(７) 文書（帳票を含む。）及び公印に関すること。 

(８) 学校基本調査及び他の部課の所管に属さない調査統計並びに年報に関

すること。 

(９) 教育行政に係る広報の企画、推進及び報道機関との連絡調整等に関する

こと。 

(１０) 教育行政相談に関すること。 



(１１) 議会との連絡調整（請願及び陳情の総括を含む。）に関すること。 

(１２) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 

(１３) 車両の管理に関すること。 

(１４) 総括事務（第５条第３項に掲げるものを除く。）に関すること。 

(１５) 教育行政に係る重要事業の進捗管理に関すること。 

(１６) 他の部課の所管に属さない事務に関すること。 

 第１２条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、同項

の次に次の１項を加える。 

５ 学校管理課 

(１) 学校管理課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校管理運営事務、学校運営費標準及び設備基準に関すること。 

(３) 学校園における物品出納事務及び財務会計事務に関すること。 

(４) 学校施設の維持管理（土木局営繕部学校施設保全課の所管に属するも 

の及び学校長が実施決定するものを除く。）に関すること。 

(５) 教育財産（動産及び他課に属するものを除く。）の管理に関すること。 

(６) 学校施設の用地に係る権利関係その他の実態調査及び確認に関するこ

と。 

(７) 学校施設の目的外使用に関すること。 

(８) 学校園の消防計画に係る指導助言及び連絡調整並びに防火管理者の選

任及び解任の届出手続に関すること。 

(９) 学校施設の整備に係る計画策定及び事業推進に関すること（他課に属す

るものを除く。）。 

(１０) 学校施設に係る国及び県支出金に関すること。 

(１１) 学校施設の実態調査及び施設台帳の整備に関すること。 

(１２) 開発事業等におけるまちづくりに関する条例（平成１１年西宮市条 

例第７４号）に基づく協議に関すること。 

(１３) 学校施設の標準設計に関すること。 

 第１２条中第６項及び第７項を削り、第８項を第６項とする。 

 第１３条第５項中第９号を第１０号とし、第８号を第９号とし、第７号を第

８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

 (７) 西宮市幼児教育・保育ビジョンに関すること。 

 



   付 則 

 この規則は、令和５年４月 1日から施行する。 

 

 

（参考） 

 〇提案理由 

   組織改正に伴う所要の改正を行うため。 



西宮市教育委員会事務局処務規則 

改  正  案 現     行 

（略） 

（組織） 

第２条 事務局の組織は、次のとおりとする。 

 部等 課 

教育総括室 教育総務課 

削除 

教育人事課 

教育職員課 

学校管理課 

削除 

学校給食課 

学校支援部 地域学校協働課 

青少年育成課 

学事課 

学校改革課 

学校教育部 学校教育課 

学校保健安全課 

特別支援教育課 

（略） 

（総括課） 

第５条 教育委員会における企画及び調整、予算、決算、予算経理、その他庶務並びに教育

委員会内の連絡調整（以下「総括事務」という。）を総括して行う課（以下「総括課」という。）

（略） 

（組織） 

第２条 事務局の組織は、次のとおりとする。 

 部等 課 

教育総括室 教育総務課 

教育企画課 

教育人事課 

教育職員課 

学校管理課 

学校施設計画課 

学校給食課 

学校支援部 地域学校協働課 

青少年育成課 

学事課 

学校改革課 

学校教育部 学校教育課 

学校保健安全課 

特別支援教育課 

（略） 

（総括課） 

第５条 教育委員会における総合的調整、予算経理、その他庶務及び教育委員会内の連絡調

整（以下「総括事務」という。）を総括して行う課（以下「総括課」という。）を置く。 



を置く。 

２ 前項の総括課は、教育総務課とする。 

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げる事務については、左欄の課

において行うものとする。 

課 事務 

教育人事課 教育人事課における予算経理及びその他庶務 

学校管理課 学校管理課における予算経理及びその他庶務 

削除 削除 

学校給食課 学校給食課における予算経理及びその他庶務 

地域学校協働課 地域学校協働課における予算経理及びその他庶務 

青少年育成課 青少年育成課における予算経理及びその他庶務 

学事課 学事課における予算経理及びその他庶務 

学校改革課 学校改革課における予算経理及びその他庶務 

学校教育課 学校教育課における予算経理及びその他庶務 

学校保健安全課 学校保健安全課における予算経理及びその他庶務 

特別支援教育課 特別支援教育課における予算経理及びその他庶務 

教育研修課 
教育研修課における予算経理及びその他庶務並びに総合教育センター内

の総合的調整 

（略） 

（教育総括室） 

第１２条 教育総括室に属する課の事務分掌は、おおむね次の各項のとおりとする。 

２ 教育総務課 

(１) 教育委員会の会議に関すること。 

(２) 秘書及び渉外に関すること。 

 

２ 前項の総括課は、教育総務課とする。 

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げる事務については、左欄の課

において行うものとする。 

課 事務 

教育人事課 教育人事課における予算経理及びその他庶務 

学校管理課 学校管理課における予算経理及びその他庶務 

学校施設計画課 学校施設計画課における予算経理及びその他庶務 

学校給食課 学校給食課における予算経理及びその他庶務 

地域学校協働課 地域学校協働課における予算経理及びその他庶務 

青少年育成課 青少年育成課における予算経理及びその他庶務 

学事課 学事課における予算経理及びその他庶務 

学校改革課 学校改革課における予算経理及びその他庶務 

学校教育課 学校教育課における予算経理及びその他庶務 

学校保健安全課 学校保健安全課における予算経理及びその他庶務 

特別支援教育課 特別支援教育課における予算経理及びその他庶務 

教育研修課 
教育研修課における予算経理及びその他庶務並びに総合教育センター内

の総合的調整 

（略） 

（教育総括室） 

第１２条 教育総括室に属する課の事務分掌は、おおむね次の各項のとおりとする。 

２ 教育総務課 

新設 

(１) 秘書及び渉外に関すること。 



(３) 儀式及び表彰に関すること（他課に属するものを除く。）。 

(４) 教育委員会における事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

(５) 組織管理に関すること。 

(６) 規則等の審査及び公告式に関すること。 

(７) 文書（帳票を含む。）及び公印に関すること。 

(８) 学校基本調査及び他の部課の所管に属さない調査統計並びに年報に関すること。 

(９) 教育行政に係る広報の企画、推進及び報道機関との連絡調整等に関すること。 

(１０) 教育行政相談に関すること。 

(１１) 議会との連絡調整（請願及び陳情の総括を含む。）に関すること。 

(１２) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 

(１３) 車両の管理に関すること。 

(１４) 総括事務（第５条第３項に掲げるものを除く。）に関すること。 

(１５) 教育行政に係る重要事業の進捗管理に関すること。 

(１６) 他の部課の所管に属さない事務に関すること。 

削除 

 

 

 

 

 

 

３ 教育人事課 

(１) 事務局及び教育機関の職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること（教育職

員課の所管に属するものを除く。）。 

(２) 事務局及び教育機関の職員の給与その他の勤務条件、福利厚生及び公務災害補償に関す

ること。 

(３) 給与、報酬（他課に属するものを除く。）及び旅費（学校園配分旅費に限る。）に係る予

算の編成及び予算経理に関すること。 

(２) 儀式及び表彰に関すること（他課に属するものを除く。）。 

新設 

(３) 組織管理その他事務管理に関すること。 

(４) 規則等の審査及び公告式に関すること。 

(５) 文書（帳票を含む。）及び公印に関すること。 

(６) 学校基本調査及び他の部課の所管に属さない調査統計並びに年報に関すること。 

新設 

(７) 教育行政相談に関すること。 

(８) 議会との連絡調整（請願及び陳情の総括を含む。）に関すること。 

(９) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 

(１０) 車両の管理に関すること。 

(１１) 総括事務（第５条第３項に掲げるものを除く。）に関すること。 

新設 

(１２) 他の部課の所管に属さない事務に関すること。 

３ 教育企画課 

(１) 教育委員会の会議に関すること。 

(２) 教育行政に係る広報の企画、推進及び報道機関との連絡調整等に関すること。 

(３) 教育行政の総合的企画、調整及び調査研究に関すること。 

(４) 教育行政に係る重要事業の進捗管理に関すること。 

(５) 教育委員会の所管する予算及び決算に関すること。 

(６) 教育委員会における事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

４ 教育人事課 

(１) 事務局及び教育機関の職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること（教育職

員課の所管に属するものを除く。）。 

(２) 事務局及び教育機関の職員の給与その他の勤務条件、福利厚生及び公務災害補償に関す

ること。 

(３) 給与、報酬（他課に属するものを除く。）及び旅費（学校園配分旅費に限る。）に係る予

算の編成及び予算経理に関すること。 



(４) 職員団体に関すること。 

(５) 事務局及び教育機関の職員の研修（他課及び総合教育センターの所管に属するものを除

く。）及び人材養成計画に関すること。 

(６) 一般職及び特別職の職員の定数管理に関すること。 

(７) 特別職の職員の任免（選考を除く。）、報酬その他勤務条件の総合的調整に関すること。 

(８) 防火管理者の資格取得に係る事務に関すること。 

４ 教育職員課 

(１) 学校園に勤務する教育職員（県費負担事務職員及び学校栄養職員を含む。）の任免、分

限、懲戒、服務その他人事に関すること。 

(２) 教育職員の免許状に関すること。 

(３) 教育職員の給与制度の調査研究及び改善に関すること。 

(４) 学校園の組織に関すること。 

(５) 校務改善の推進に関すること。 

５ 学校管理課 

(１) 学校管理課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校管理運営事務、学校運営費標準及び設備基準に関すること。 

(３) 学校園における物品出納事務及び財務会計事務に関すること。 

(４) 学校施設の維持管理（土木局営繕部学校施設保全課の所管に属するもの及び学校長が実

施決定するものを除く。）に関すること。 

(５) 教育財産（動産及び他課に属するものを除く。）の管理に関すること。 

(６) 学校施設の用地に係る権利関係その他の実態調査及び確認に関すること。 

(７) 学校施設の目的外使用に関すること。 

削除 

(８) 学校園の消防計画に係る指導助言及び連絡調整並びに防火管理者の選任及び解任の届

出手続に関すること。 

(９) 学校施設の整備に係る計画策定及び事業推進に関すること（他課に属するものを除

く。）。 

(１０) 学校施設に係る国及び県支出金に関すること。 

(４) 職員団体に関すること。 

(５) 事務局及び教育機関の職員の研修（他課及び総合教育センターの所管に属するものを除

く。）及び人材養成計画に関すること。 

(６) 一般職及び特別職の職員の定数管理に関すること。 

(７) 特別職の職員の任免（選考を除く。）、報酬その他勤務条件の総合的調整に関すること。 

(８) 防火管理者の資格取得に係る事務に関すること。 

５ 教育職員課 

(１) 学校園に勤務する教育職員（県費負担事務職員及び学校栄養職員を含む。）の任免、分

限、懲戒、服務その他人事に関すること。 

(２) 教育職員の免許状に関すること。 

(３) 教育職員の給与制度の調査研究及び改善に関すること。 

(４) 学校園の組織に関すること。 

(５) 校務改善の推進に関すること。 

６ 学校管理課 

(１) 学校管理課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校管理運営事務、学校運営費標準及び設備基準に関すること。 

(３) 学校園における物品出納事務及び財務会計事務に関すること。 

(４) 学校施設の維持管理（土木局営繕部学校施設保全課の所管に属するもの及び学校長が実

施決定するものを除く。）に関すること。 

(５) 教育財産（動産及び他課に属するものを除く。）の管理に関すること。 

(６) 学校施設の用地に係る権利関係その他の実態調査及び確認に関すること。 

(７) 学校施設の目的外使用に関すること。 

(８) 学校体育施設開放事業に関すること。 

(９) 学校園の消防計画に係る指導助言及び連絡調整並びに防火管理者の選任及び解任の届

出手続に関すること。 

新設 

 

新設 



(１１) 学校施設の実態調査及び施設台帳の整備に関すること。 

(１２) 開発事業等におけるまちづくりに関する条例（平成１１年西宮市条例第７４号）に基

づく協議に関すること。 

(１３) 学校施設の標準設計に関すること。 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 学校給食課 

(１) 学校給食課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校給食計画の立案及び調査研究に関すること。 

(３) 学校給食審議会に関すること。 

(４) 学校給食の指導助言、研修及び献立作成に関すること。 

(５) 学校給食の安全衛生管理に関すること。 

(６) 学校給食の広報及び統計に関すること。 

(７) 学校給食関係機器及び設備に関すること。 

(８) 学校給食における食育に関すること。 

(９) 学校給食事業場安全衛生委員会の庶務に関すること。 

(１０) 学校給食物資の調達・配送に関すること。 

(１１) 学校給食費の徴収に関すること。 

(１２) 学校給食費の滞納整理に関すること。 

新設 

新設 

 

新設 

７ 学校施設計画課 

(１) 学校施設計画課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校施設の調査研究及び総合的調整に関すること。 

(３) 学校施設用地の選定に関すること。 

(４) 学校施設の整備に係る計画策定及び事業推進に関すること（他課に属するものを除

く。）。 

(５) 学校施設に係る国及び県支出金に関すること。 

(６) 学校施設の実態調査及び施設台帳の整備に関すること。 

(７) 開発事業等におけるまちづくりに関する条例（平成１１年西宮市条例第７４号）に基づ

く協議に関すること。 

(８) 学校施設の標準設計に関すること。 

８ 学校給食課 

(１) 学校給食課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校給食計画の立案及び調査研究に関すること。 

(３) 学校給食審議会に関すること。 

(４) 学校給食の指導助言、研修及び献立作成に関すること。 

(５) 学校給食の安全衛生管理に関すること。 

(６) 学校給食の広報及び統計に関すること。 

(７) 学校給食関係機器及び設備に関すること。 

(８) 学校給食における食育に関すること。 

(９) 学校給食事業場安全衛生委員会の庶務に関すること。 

(１０) 学校給食物資の調達・配送に関すること。 

(１１) 学校給食費の徴収に関すること。 

(１２) 学校給食費の滞納整理に関すること。 



(１３) 学校給食費等徴収システムの環境維持及び管理に関すること。 

(１４) 学校給食献立作成アレルゲンシステムに関すること。 

（学校支援部） 

第１３条 学校支援部に属する課の事務分掌は、おおむね次の各項のとおりとする。 

２ 地域学校協働課 

(１) 地域学校協働課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 地域学校協働活動の推進に関すること。 

(３) 学校運営協議会制度に関すること。 

(４) 家庭教育に関すること。 

(５) ＰＴＡに関すること。 

(６) ユネスコ協会に関すること。 

(７) 放課後事業に関すること。 

(８) 放課後関連事業の一体的な推進に係る企画及び調整に関すること。 

(９) 留守家庭児童育成センター事業と放課後事業の一体的な管理及び運営の推進に関する

こと。 

(１０) 留守家庭児童育成センター施設と学校施設の一体的な整備の推進に関すること。 

３ 青少年育成課 

(１) 青少年育成課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 青少年問題の調査研究及び啓発に関すること。 

(３) 青少年の健全育成の推進に関すること。 

(４) 青少年関係団体の育成に関すること。 

(５) 他都市との交流事業実施に関すること。 

(６) 青少年活動指導者の育成に関すること。 

(７) 二十歳の式典に関すること。 

(８) 青少年育成推進本部事務局に関すること。 

(９) 山東自然の家に関すること（指定管理者が行うものを除く。）。 

(１０) 丹波少年自然の家に関すること。 

(１１) 青少年関係機関、団体との連絡調整及び協力に関すること。 

(１３) 学校給食費等徴収システムの環境維持及び管理に関すること。 

(１４) 学校給食献立作成アレルゲンシステムに関すること。 

（学校支援部） 

第１３条 学校支援部に属する課の事務分掌は、おおむね次の各項のとおりとする。 

２ 地域学校協働課 

(１) 地域学校協働課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 地域学校協働活動の推進に関すること。 

(３) 学校運営協議会制度に関すること。 

(４) 家庭教育に関すること。 

(５) ＰＴＡに関すること。 

(６) ユネスコ協会に関すること。 

(７) 放課後事業に関すること。 

(８) 放課後関連事業の一体的な推進に係る企画及び調整に関すること。 

(９) 留守家庭児童育成センター事業と放課後事業の一体的な管理及び運営の推進に関する

こと。 

(１０) 留守家庭児童育成センター施設と学校施設の一体的な整備の推進に関すること。 

３ 青少年育成課 

(１) 青少年育成課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 青少年問題の調査研究及び啓発に関すること。 

(３) 青少年の健全育成の推進に関すること。 

(４) 青少年関係団体の育成に関すること。 

(５) 他都市との交流事業実施に関すること。 

(６) 青少年活動指導者の育成に関すること。 

(７) 二十歳の式典に関すること。 

(８) 青少年育成推進本部事務局に関すること。 

(９) 山東自然の家に関すること（指定管理者が行うものを除く。）。 

(１０) 丹波少年自然の家に関すること。 

(１１) 青少年関係機関、団体との連絡調整及び協力に関すること。 



４ 学事課 

(１) 学事課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学級編制に関すること。 

(３) 児童生徒の就学、入学、進級、卒業等に関すること。 

(４) 義務教育諸学校の教科用図書の無償給与に関すること。 

(５) 授業料等の賦課徴収及び減額免除に関すること。 

(６) 就学奨励に関すること。 

(７) 奨学金の給付・貸付等に関すること。 

(８) 奨学基金の管理に関すること。 

(９) 教育事務等の委託及び受託に関すること。 

(１０) 学校園徴収金及び学校園経由支給金の規程等に関すること。 

(１１) 幼児の就園、入園、進級及び卒園等に関すること。 

(１２) 保育料等の賦課徴収及び減額免除に関すること。 

(１３) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に関すること（他課に属するもの

を除く。）。 

５ 学校改革課 

(１) 学校改革課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校教育施策の総合的調整に関すること。 

(３) 学校教育の特定課題に係る総合的企画、調整及び教育関係調査に関すること。 

(４) 学校園の設置及び廃止に関すること。 

(５) 通学区域の設定及び調整に関すること。 

(６) 児童生徒数等の推計に関すること（他課に属するものを除く。）。 

(７) 西宮市幼児教育・保育ビジョンに関すること。 

(８) 小中一貫校化に向けた企画、調整及び整備に関すること（他課に属するものを除く。）。 

(９) 幼稚園の跡地活用等に関すること。 

(１０) 通学路に関すること。 

 （略） 

４ 学事課 

(１) 学事課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学級編制に関すること。 

(３) 児童生徒の就学、入学、進級、卒業等に関すること。 

(４) 義務教育諸学校の教科用図書の無償給与に関すること。 

(５) 授業料等の賦課徴収及び減額免除に関すること。 

(６) 就学奨励に関すること。 

(７) 奨学金の給付・貸付等に関すること。 

(８) 奨学基金の管理に関すること。 

(９) 教育事務等の委託及び受託に関すること。 

(１０) 学校園徴収金及び学校園経由支給金の規程等に関すること。 

(１１) 幼児の就園、入園、進級及び卒園等に関すること。 

(１２) 保育料等の賦課徴収及び減額免除に関すること。 

(１３) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に関すること（他課に属するもの

を除く。）。 

５ 学校改革課 

(１) 学校改革課における予算経理及びその他庶務に関すること。 

(２) 学校教育施策の総合的調整に関すること。 

(３) 学校教育の特定課題に係る総合的企画、調整及び教育関係調査に関すること。 

(４) 学校園の設置及び廃止に関すること。 

(５) 通学区域の設定及び調整に関すること。 

(６) 児童生徒数等の推計に関すること（他課に属するものを除く。）。 

新設 

(７) 小中一貫校化に向けた企画、調整及び整備に関すること（他課に属するものを除く。）。 

(８) 幼稚園の跡地活用等に関すること。 

(９) 通学路に関すること。 

 （略） 

 


